
 

令和７年度 

鹿児島県原子力立地給付金補助事業者公募要領 

 

（この公募は，令和７年度予算の成立を前提に募集の手続きを行うものです。） 

《公募締切》 

令和７年２月１７日（月）１７時必着 

 

《受付期間》 

 以下の期間内で，郵送又は持参で受け付けます。 

令和７年２月３日（月）～令和７年２月１７日（月）１７時 

 

《応募書類送付先及び問合せ先》 

 鹿児島県総合政策部 地域政策課電源立地地域係 安井（担当） 

 〒８９０－８５７７ 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号 

（電 話）０９９－２８６－２４２５ 

（ＦＡＸ  ０９９－２８６－５５２９ 

（メール）dengen@pref.kagoshima.lg.jp 

令和７年２月 

鹿児島県 

 

mailto:dengen@pref.kagoshima.lg.jp
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Ⅰ．公募内容 

１．制度の概要 

（１）原子力立地給付金交付事業の概要について 

   「原子力立地給付金」は，国の「電源立地地域対策交付金交付規則」に基づき，川内原子

力発電所が立地する薩摩川内市とその周辺地域において，小売電気事業者等（以下｢電気事

業者｣という｡）から電気の供給を受けている者（以下「電灯需要家・電力需要家」という。）

に対し，国から県を通じて交付されます。 

   県では，この「原子力立地給付金」の交付を行う者（以下「補助事業者」という。）を募

集します。 

 

原子力立地給付金交付事業の交付スキーム 

注：電灯需要家＝一般家庭， 

電力需要家＝企業等 

 

（交付金） （交付金）      （委託契約）       （給付金） 

国          県      補助事業者      電気事業者      

 

（給付金） 

 

 

（２）通 則 

本事業は，次の法令・通達及び交付要綱等の定めにより，実施されるものです。 

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号） 

・特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号） 

・特別会計に関する法律施行令（平成１９年３月３１日政令第１２４号） 

・電源立地地域対策交付金交付規則（平成２８年文部科学省・経済産業省告示第２号） 

・電源立地地域対策交付金の運用について（通達 令和４年３月２２日改正） 

・鹿児島県補助金等交付規則（昭和６３年１月６日規則第１号） 

・鹿児島県電源立地地域対策補助金交付要綱（平成１６年２月２４日施行） 

 

２．事業内容について 

補助事業者は，「１．制度の概要（２）通則」に記載する法令等（以下「関係法令等」とい

う。）に基づき事業を実施します。 

事業の詳細は，Ⅱ．事業内容及びⅢ．業務内容のとおりです。 

 

 

 

 

 

電灯需要家 
電力需要家 
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３．交付対象経費及び補助率 

（１）原子力立地給付金（補助率：１０／１０） 

   ただし，交付限度額の範囲内かつ県の予算の範囲内とする。 

（２）一般事務費      （原子力立地給付金額の３．５％以内） 

   本県の交付事務に要する次の費用 

費  目 内  容 

ａ.人件費 交付事務に係る人件費 

ｂ.旅費 業務打合せ，現地調査等の旅費 

ｃ.会議費 会議室使用料 等 

ｄ.印刷費 事業報告書，制度ＰＲパンフレット印刷費 等 

ｅ.消耗品費 
文房具等，各種書類の印刷等に必要な用紙費（給付金受領書，給付金

振込通知書，振込口座確認通知書，給付金交付管理票 等） 

ｆ.通信運搬費 郵便料金，宅配料金，ＰＲ資料配布等に関する費用 等 

ｇ.振込・給付金 

交付手数料 
金融機関に支払う振込手数料 郵便振込，郵便振替払出手数料 

ｈ.事務機・電算

機処理費 

資料保管料（貸倉庫）・パソコンリース料，交付事務に係る電子計算機

システムの使用リース料  

ｉ.システムプログ

ラム開発費 
プログラム開発等のソフトウェア作成費 

ｊ.委託費 
交付事務のうち電気事業者に委託する費用 

（ａ～ｉのうち電気事業者に委託するもの） 

ｋ.諸経費 その他交付事務に必要な経費 

（３）消費税額の取扱いについて 

   消費税額は，交付対象経費から除外して「事業収支計画書（様式第４号）」を提出してく

ださい。 

   ただし，以下に掲げる補助事業者にあっては，交付事業の遂行に支障をきたすおそれがあ

るため，消費税等を補助対象経費に含めて交付金額を算定できるものとします。 

   ①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

   ②免税事業者である補助事業者 

   ③簡易課税事業者である補助事業者 

   ④国若しくは地方公共団体（特別会計をもうけて事業を行う場合に限る。），消費税法別表

第３に掲げる法人の補助事業者 

   ⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

   ⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から，消費税仕入控除税額確定後の返還

を選択する補助事業者 

 

４．事業実施期間 

令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

 

 



 ３

５．応募資格者 

次の（１）～（９）までの全ての条件を満たす者とします。 

（１）次の各号のいずれにも該当しないこと。 

① 暴力団 

② 役員等が，暴力団員であると認められる法人等 

③ 暴力団又は暴力団員が，その経営に実質的に関与している法人等 

④ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用している法人等 

⑤ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，

物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し，又は関与している法人等 

⑥ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

⑦ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするために，これ

らを利用している法人等 

（２）法人格（内国法人）を有していること。 

（３）当該交付事業の遂行に必要な組織を有していること。 

（４）当該交付事業を遂行するために必要な経営基盤を有していること。 

（５）当該交付事業の遂行に必要な知識を有していること。 

（６）当該交付事業の遂行に必要な能力を有していること。 

（７）個人情報を管理する能力・体制を有していること。 

（８）電気事業者と連携・協力して業務が遂行できること。 

（９）当該交付事業に係る経理について管理能力を有していること。 

 

６．公募期間 

令和７年２月３日（月）～令和７年２月１７日（月）１７時 

郵送又は持参で受け付けます。 

 

７．応募書類の提出について 

（１）応募書類は，下表の＜提出書類一覧表＞のⅣ．応募書類様式により作成し，紙媒体で（５）

提出先まで提出してください。 
（２）提出された書類に基づき書面審査を行うとともに，必要に応じてヒアリング等を行うこと

があります。 

なお，審査期間中，必要に応じ追加説明資料を提出していただくことがあります。 

（３）提出された書類や追加説明資料は，返却しません。 

（４）応募書類の取扱いは厳重に行い，企業秘密保持の観点から応募者の了解なしには応募の内

容等の公表は行いません。 

（５）提出先 

   〒８９０－８５７７ 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号 

鹿児島県総合政策部 地域政策課電源立地地域係 安井（担当） 

   （電 話）０９９－２８６－２４２５  （ＦＡＸ）０９９－２８６－５５２９ 

（メール）dengen@pref.kagoshima.lg.jp 

mailto:dengen@pref.kagoshima.lg.jp
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＜提出書類一覧表＞ 

 提出書類 提出部数 

申請書類 

※Ⅳ．応募書類様式による 

・様式第１号 応募書 

・様式第２号 応募者概要 

・様式第３号 事業実施計画書 

・様式第４号 事業収支計画書 

・正本      各１部 

・副本 （写し） 各２部 

添付資料 

・寄付行為，定款又は商業登記簿謄本 

・「会社（事業）案内」（事業概要が確認できるパンフレット等） 

・決算報告書又は財務諸表（過去２年分） 

・その他参考となる資料 

各１部 

８．審査について 

（１）審 査 

 審査は，原則として応募書類に基づいて行いますが，必要に応じて追加資料の提出を求め

る場合があります。 

（２）審査の観点 

    応募書類の審査は，次の観点で相対的に評価します。 

① 「５．応募資格者」に記載された資格要件の評価 

② 事業内容の評価 

（ア）実施計画書の内容が関係法令等に基づいているか。 

（イ）事業の実施方法，実施スケジュールが現実的かつ効率的・効果的に事業を遂行するも

のとなっているか。 

（ウ）事務費の積算根拠が明確で，妥当な金額となっているか。 等 

（３）審査結果について 

審査結果については，採択者宛て令和７年２月２８日（金）までに書面で通知します。 

また，審査結果は，ホームページ上で公表します。 

 

９．補助事業者の義務等 

当該事業の交付決定を受けた場合は，以下に記載した事項の他，関係法令等の規定を遵守し

なければなりません。 

（１）補助事業者は，交付決定を受けた後，交付事業を中止しようとする場合は，事前に承認を 

得なければなりません。 

（２）補助事業者は，交付事業が完了した日（交付事業の廃止の承認があった日を含む。）から 

起算して１０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに，実績報告書を提 

出しなければなりません。ただし，概算払により交付決定を通知した補助金の額の全額を支

出している場合にあっては，実績報告書の提出期限は翌会計年度の４月 18日までとします。 

（３）補助事業者は，交付事業の経費について交付事業以外の経理と明確に区分し，その収支の 

状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに，その会計帳簿及び収支に関する証拠書 

類を当該交付事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければなりませ 

ん。 

（４）交付事業終了後の交付金額の確定作業において，帳簿類等の確認が出来ない場合には交付 
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対象外となります。 

（５）交付事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

（６）補助事業者が関係法令等に違反する行為をした場合には，交付金の交付取消，返還，不正 

内容の公表等を行うことがあります。 

（７）補助事業者は，電気事業者から電灯需要家・電力需要家に関する個人情報等を取得するこ 

ととなるため，情報管理には特段の注意を払い，交付事業完了後も，情報が漏洩することが 

ないよう努めなければなりません。 

 また，補助事業者が保有している各種情報については，交付事業を遂行するために必要な 

場合を除き，第三者に提供しないでください。 

（８）補助事業者は，給付対象需要家を保有している電気事業者との間で，需要家情報の入手に 

係る内容が記載されている契約書により契約を締結し，当該業務を実施してください。 

 

１０．その他 

（１）令和７年度交付対象地域 

市町村名（旧市町村名） 
交付規則第９条の適用条項 

 

 合併特例 

薩摩川内市  （旧川内市） １項１号ホ  

薩摩川内市  （旧樋脇町） １項２号ホ ３項 

薩摩川内市  （旧東郷町） １項２号ホ ３項 

薩摩川内市  （旧里村） １項２号ホ ３項 

薩摩川内市  （旧上甑村） １項２号ホ ３項 

薩摩川内市  （旧下甑村） １項２号ホ ３項 

薩摩川内市  （旧鹿島村） １項２号ホ ３項 

薩摩川内市  （旧入来町） １項１号ホ ４項 

薩摩川内市  （旧祁答院町） １項１号ホ ４項 

いちき串木野市（旧串木野市） １項２号ホ  

阿久根市 １項２号ホ  

 

（２）原子力発電用施設 

発電所名 所在市 設置者 
設備 

番号 
炉型 許可出力 

工事計画 

認可年月 

運転開始 

年月 

川内原子力 薩摩川内市 
九州電力 

株式会社 

１号 PWR 89 万 kW S53.11 S59. 7 

２号 PWR 89 万 kW S56. 5 S60.11 

 

（３）公募資料作成に係る資料の提供について 

公募資料の作成に必要な資料については，可能な限り提供いたしますので御連絡下さい。 

・電源立地制度について（平成２８年度版 資源エネルギー庁） 

・電源立地地域対策交付金交付規則（平成２８年文部科学省・経済産業省告示第２号） 

・電源立地地域対策交付金の運用について（通達 令和４年３月２２日改正） 

・鹿児島県電源立地地域対策補助金交付要綱 等 
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Ⅱ．事業内容 

１．原子力立地給付金交付事業の内容 

（１）概 要 

原子力立地給付金交付事業は，当公募により選定された補助事業者が県に交付申請を行い，

交付決定を受けて事業を実施します。原子力立地給付金は，電気の需給契約の内容により電

灯需要家・電力需要家に交付されるものであることから，補助事業者は，電気事業者に交付

事務を委託することを可能としています。 

（２）交付の方法 

① 電気の供給を受ける電灯需要家・電力需要家の電気料金の振替口座と，同一の預金口座

へ直接振り込み手続を行います。 

② 電気料金を口座振替以外で支払されている電灯需要家・電力需要家については，別に指

定された金融機関の口座への振り込み，「郵便振替払出証書」の郵送または現金による交

付となります。 

（３）交付の時期と回数 

基準日（令和７年１０月１日）の電気の契約内容を確認し，令和８年３月３１日までに原

子力立地給付金を１回交付します。 

（４）交付対象地域 

  Ⅰ．公募内容の「１０．その他（１）令和７年度交付対象地域」のとおりです。 

（５）交付要件 

交付要件は，「電源立地地域対策交付金交付規則第９条」及び「電源立地地域対策交付金

の運用について（通達）６．交付規則第９条関係」に基づきます。 

（６）交付金額の算定方法 

   「電源立地地域対策交付金交付規則第９条」の規定により，交付金額を算定します。 

○電灯需要家の場合 

電灯需要家の契約口数   ×  交付単価 × １２か月 

○電力需要家の場合 

電力需要家の契約ｋＷ数 ×（交付単価 × １/２ × １/２）× １２か月 

２．事業スキーム 
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Ⅲ．業務内容 

関係法令等に基づき，適正・円滑な原子力立地給付金の交付事務を行います。 

主な業務内容は，次のとおりです。（一部，電気事業者に交付業務を委託する場合を含む。） 

なお，次の｢ ｣書きの様式については，「鹿児島県電源立地地域対策交付金交付要綱（以下「県

要綱」という。）」に規定する様式です。 

１．交付申請（令和７年４月） 

※ただし，令和７年２月中に申請書案について事前協議をします。 

 

（１）「事業計画書（県要綱第３号様式）」の作成 

基準日（令和７年１０月１日）の電灯需要家の契約口数の見込み及び電力需要家の契約  

ｋＷ数の見込みを電気事業者に照会し，旧市町村別に取りまとめ，「事業計画書（県要綱第

３号様式）」を作成してください。 

（２）「交付申請書（県要綱第１号様式）」等の提出 

   次の書類を県に提出してください。 

  ・「交付申請書（県要綱第１号様式）」 

・「費用内訳書（県要綱第２号様式）」 

・「事業計画書（県要綱第３号様式）」 

・その他知事が必要と認める書類 

（３）「交付決定通知書」の受理 

 

２．改正電気事業法（小売参入の全面自由化）を踏まえた対応（平成29年４月～通年） 

（１）電気事業者の把握 

   国に許可等を受けた電気事業者を把握してください。 

（２）需給契約のある電気事業者への対応 

制度の概要説明を行い，電灯需要家・電力需要家への交付方法を協議してください。 

（３）交付対象地域での需給契約の確認調査 

調査票等の資料を作成し，電気事業者に郵送し，調査票を回収，取りまとめをしてくださ

い。 

（４）データベースの設計及び調整 

   必要に応じて，電気事業者からの電灯需要家・電力需要家情報を入手したのち，適切な交

付事務を遂行する為に，電灯需要家・電力需要家のデータベース等の設計及び運用を行って

ください。 

 

３．第１回概算払（令和７年１０月～１２月）（概算払請求を行う場合） 

（１）「概算払申請書（県要綱第１３号様式）」の提出 

・「概算払申請書（県要綱第１３号様式）」及び「請求書（県要綱第１２号様式）」を県に 

提出してください。 

（２）概算払の受入 

交付事務を電気事業者に委託する場合は，県から交付金の受入後，すみやかに電気事業者

に送金してください。（令和７年１２月３１日までに完了） 
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４．原子力立地給付金交付（令和７年１０月～令和８年３月） 

原子力立地給付金を，基準日（令和７年１０月 1日）から令和８年３月３１日までに１回交

付してください。 

（１）交付単価・対象地域の最終確認（令和７年９月） 

・原子力発電所の新増設や廃炉等の変更事項の有無を確認してください。 

・市町村合併等に伴う交付対象地域の変更の有無を確認してください。 

（２）電灯需要家・電力需要家に原子力立地給付金を交付 

（３）交付に伴う関係先（県，市等）及び電灯需要家・電力需要家からの問合せ対応 

 

５．変更交付申請（令和７年１２月～令和８年１月）  

（１）「事業変更計画書（県要綱第３号様式）」の作成 

基準日（令和７年１０月１日）の電灯需要家の契約口数及び電力需要家の契約ｋＷ数を電

気事業者に照会し，旧市町村別に取りまとめ，「事業変更計画書（県要綱第３号様式）」を

作成してください。 

（２）「変更申請書（県要綱第４号様式）」等の提出 

   変更事項を確認し，次の書類を県に提出してください。 

  ・「変 更 申 請 書（県要綱第４号様式）」 

  ・「費用変更内訳書（県要綱第５号様式）」 

  ・「事業変更計画書（県要綱第３号様式）」 

・その他知事が必要と認める書類 

（３）「変更交付決定通知書」の受理 

 

６．現地調査（令和８年１月～２月） 

交付事務を電気事業者に委託する場合は，原子力立地給付金交付事務の適正な執行状況を確

認することを目的に，電気事業者の本店・支店・営業所で現地調査を実施してください。 

（１）関係先との日程調整 

（２）調査内容確定 

   調査項目及びサンプリング調査の実施に伴う電灯需要家・電力需要家の抽出 

（３）調査内容 

① 総括調査  

原子力立地給付金の交付状況について，総括的に内容を確認 

② サンプリング調査 

・抽出した電灯需要家・電力需要家に対して，適正に交付されているか確認 

・関係法令等の変更事項等について，適正に処理されているか確認等 

※現地調査にあたっては，必要に応じて国及び県が立ち会う場合があります。 

 

７．第２回概算払（令和８年２月～３月）（概算払請求を行う場合） 

（１）「概算払申請書（県要綱第１３号様式）」の提出 

・「概算払申請書（県要綱第１３号様式）」及び「請求書（県要綱第１２号様式）」を県に 

提出してください。 
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（２）概算払の受入 

交付事務を電気事業者に委託する場合は，県から交付金の受入後，すみやかに電気事業者

に送金してください。（令和８年３月３１日までに完了） 

 

８．実績報告（令和８年４月１８日まで） 

（１）交付事務を電気事業者に委託する場合は，原子力立地給付金及び委託費について，帳票等

により支出内容を精査 

・原子力立地給付金：旧市町村別に単価，電灯需要家・電力需要家，給付金額等の精査を    

         してください。 

・委 託 費：委託事務経費の精査をしてください。 

（２）「実績報告書（県要綱第９号様式）」の提出 

令和８年４月１８日までに，原子力立地給付金及び一般事務費を取りまとめて，「実績報

告書（県要綱第９号様式）」を県に提出してください。 

 

９．確定検査 

（１）交付事務を電気事業者に委託する場合は，電気事業者への確定検査を実施 

（２）県による補助事業者への確定検査 

 

１０．交付確定及び過払の交付金返納（令和８年４月～５月） 

（１）県から「交付確定通知書（県要綱第１０号様式）」の受理 

（２）交付事務を電気事業者に委託する場合は，補助事業者から電気事業者に確定通知 

（３）過払の交付金がある場合は，県に返納 

 

１１．その他 

（１）業務打合せ（適宜） 

進捗状況の報告や業務課題等の業務打合せを行ってください。 

（２）委託契約締結 

給付金業務を適正・円滑に実施できるように電気事業者との委託契約を締結してくださ 

い。 

（３）課税庁による差押え対応 

補助事業者が電灯需要家・電力需要家に交付する原子力立地給付金は，交付が未了である

間，電灯需要家・電力需要家への債務と捉え，電灯需要家・電力需要家に税の滞納がある場

合は，当該滞納者への債務を有する補助事業者に対し，国税徴収法による強制徴収権限を有

する課税当局から，調査並びに差押が行われることがあります。 

（４）過年度交付金の返還対応 

過年度に遡及した電力契約の齟齬（契約ｋＷの変更）や，郵便振替払出証書の期限までに

払い出しされなかったことにより生じた返還金等，過年度分の過払の交付金については，返

還処理を行う必要があります。 
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（５）制作物等 

① 交付対象市町村の町域表示一覧作成 

市町村合併による交付対象地域を判定するための情報を関係自治体から入手し，町域表

示一覧を作成してください。 

② 原子力立地給付金のＰＲ原稿作成 

・必要に応じて，電灯需要家・電力需要家向けの原子力立地給付金の案内チラシを作成し

てください。 

・必要に応じて，関係自治体向けの市町村広報誌等への掲載原稿を作成してください。 

③ 民営化等による国・県施設の交付判定 

国及び県施設の独立行政法人化や指定管理者への移管等の状況把握に努めてください。 
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Ⅳ．応募書類様式 
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様式第１号 

 

文 書 番 号  

令和  年 月 日  

 

鹿児島県知事 ○○ 殿 

         

住  所                    

名  称                    

代表者名                     

 

 

 

令和７年度鹿児島県原子力立地給付金交付事業応募書 

 

                  

令和７年度鹿児島県原子力立地給付金交付事業について，下記の書類を添えて応募いたします。 

 

記 

 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 



 １３

様式第２号 

 

鹿児島県原子力立地給付金交付事業応募者概要 

 

１．応募者概要 

団 体 名 称  

住 所 
〒 

 

実 施 部 署 名  

担 当 者 名  

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

メールアドレス  

           

２．実施体制（委託先も含めた実施体制を記載） 

 



 １４

様式第３号 

 

鹿児島県原子力立地給付金交付事業実施計画書 

  

・関係法令等を熟読の上，次の項目に記載して下さい。 

・ページ数の制限は特にありません。 

１．交付対象地域（公募要領の記載内容を表示） 

 市町村名（旧市町村名）   交付規則第９条の選択措置 

①○○市（旧○○○）     （ロ ～ へ） 

②○○市（旧○○○） 

③○○市（旧○○○） 

２．交付対象者  ※交付規則，運用通達等に基づき記載 

（１）電灯需要家 

（２）電力需要家 

（３）交付対象から除かれる電灯需要家・電力需要家 等 

  

３．交付金額  ※交付規則，運用通達等に基づき記載 

（１）市町村別交付単価 

上記「１．交付対象地域」の地域別の交付単価及び算定式を記載 

（２）給付金額の算定方法 

給付金額の算定式を記載 

 

４．交付時期及び交付方法 

 

５．不交付の場合の措置 

交付不能及び受領辞退等による不交付の際の対応を記載 

 

６．個人情報保護に関すること 

・プライバシーマークの取得の有無，又は個人情報保護に関する規則等について記載 

 ・情報管理体制や電気事業者との連携・協力体制について記載 

 

７．年間業務スケジュール 

 ・年間の業務内容を記載したスケジュール表を作成 

 ・様式は任意 

８．その他 

・交付事務委託予定先 

 ・交付事務の委託等，業務遂行する上で留意すべき事項について記載 
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様式第４号 

 

鹿児島県原子力立地給付金交付事業収支計画書 

 

（１）収 入 

区 分 予算額（円） 内  容 

県交付金  
原子力立地給付金        円 

一般事務費            円 

自己資金   

その他   

合   計   

（２）支 出 

 ・原子力立地給付金 

区 分 内  容 予算額（円） 積算内訳 

給付金 
電灯需要家 

電力需要家 
 別添のとおり 

 ・一般事務費 

区 分 内  容 予算額（円） 積算内訳 

ａ.人件費    

ｂ.旅 費    

ｃ.会議費    

ｄ.印刷費    

ｅ.消耗品費    

ｆ.通信運搬費 

 
   

ｇ.振込・給付金交

付手数料 
   

ｈ.事務機・電算機

処理費 
   

ｉ.システムプロ

グラム開発費 
   

ｊ.委託費    

ｋ.諸経費    

合 計    

  ※「ｊ.委託費」の内容については，上の区分により詳しく記載すること。 


